
１ 議 事 日 程（５日目） 

   〔平成21年太宰府市議会第３回（９月）定例会〕 

                                    平成21年９月17日 

                                    午 前 1 0時 開 議 

                                    於 議 事 室 

 日程第１ 議案第57号 市道路線の認定について（建設経済常任委員会） 

 日程第２ 議案第66号 太宰府市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の制定 

            について（総務文教常任委員会） 

 日程第３ 議案第67号 太宰府市国民健康保険条例の一部を改正する条例について（環境厚生常 

            任委員会） 

 日程第４ 議案第68号 太宰府市水道料金審議会条例の一部を改正する条例について（建設経済 

            常任委員会） 

 日程第５ 議案第69号 平成21年度太宰府市一般会計補正予算（第２号）について（分割付託） 

 日程第６ 議案第70号 平成21年度太宰府市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）につ 

            いて（環境厚生常任委員会） 

 日程第７ 議案第71号 平成21年度太宰府市老人保健特別会計補正予算（第１号）について（環 

            境厚生常任委員会） 

 日程第８ 議案第72号 平成21年度太宰府市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）について 

            （環境厚生常任委員会） 

 日程第９ 議案第73号 平成21年度太宰府市水道事業会計補正予算（第１号）について（建設経 

            済常任委員会） 

 日程第10 認定第１号 平成20年度太宰府市一般会計歳入歳出決算認定について（決算特別委員 

            会） 

 日程第11 認定第２号 平成20年度太宰府市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定につい 

            て（決算特別委員会） 

 日程第12 認定第３号 平成20年度太宰府市老人保健特別会計歳入歳出決算認定について（決算 

            特別委員会） 

 日程第13 認定第４号 平成20年度太宰府市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定について 

            （決算特別委員会） 

 日程第14 認定第５号 平成20年度太宰府市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について 

            （決算特別委員会） 

 日程第15 認定第６号 平成20年度太宰府市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定 

            について（決算特別委員会） 

 日程第16 認定第７号 平成20年度太宰府市水道事業会計決算認定について（決算特別委員会） 

 日程第17 認定第８号 平成20年度太宰府市下水道事業会計決算認定について（決算特別委員 
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            会） 

 日程第18       みらい基金創設特別委員会報告について 

 日程第19 発議第４号 太宰府古都・みらい基金条例の制定について 

 日程第20 請願第２号 物価に見合う年金引き上げを求める請願（環境厚生常任委員会） 
(平成21年６月上程分)  

 日程第21 請願第３号 「最低保障年金制度」の創設を求める請願（環境厚生常任委員会） 
(平成21年６月上程分)  

 日程第22 請願第４号 市議会議場に国旗・市旗の掲揚を求める請願（議会運営委員会） 
(平成21年６月上程分)  

 日程第23 意見書第３号 地方自治の継続性を守るための予算執行を求める意見書 

 日程第24       議員の派遣について 

 日程第25       閉会中の継続調査申し出について 

２ 出席議員は次のとおりである（１９名）        

  １番   田 久美子 議員         ２番  藤 井 雅 之 議員 

  ３番  長谷川 公 成 議員         ４番  渡  美 穂 議員 

  ５番  後 藤  晴 議員         ６番  力 丸 義 行 議員 

  ７番  橋 本   健 議員         ８番  中 林 宗 樹 議員 

  ９番  門 田 直 樹 議員         10番  小  道 枝 議員 

  11番  安 部 啓 治 議員         12番  大 田 勝 義 議員 

  13番  清 水 章 一 議員         14番  安 部   陽 議員 

  15番  佐 伯   修 議員         16番  村 山 弘 行 議員 

  17番  田 川 武 茂 議員         19番  武 藤 哲 志 議員 

  20番  不 老 光 幸 議員 

３ 欠席議員は次のとおりである（１名） 

  18番  福 廣 和 美 議員 

４ 地方自治法第１２１条により説明のため出席した者の職氏名（１９名） 

  市    長  井 上 保 廣        副  市  長  平 島 鉄 信 

  教  育  長  關   敏 治        総 務 部 長  木 村 甚 治 

          三 笠 哲 生        市民生活部長  松 田 幸 夫 協 働のま ち 
推進担当部長 

  健康福祉部長  松 永 栄 人        建設経済部長  新 納 照 文 

          宮 原 勝 美        教 育 部 長  山 田 純 裕 会計管理者併 
上下水道部長 

  総 務 課 長  大 薮 勝 一        経営企画課長  今 泉 憲 治 

  市 民 課 長  木 村 和 美        税 務 課 長  鬼 木 敏 光 

  福 祉 課 長  宮 原   仁        都市整備課長  神 原   稔 

  上下水道課長  松 本 芳 生        教 務 課 長        木 村 裕 子 

  監査委員事務局長  井 上 義 昭 
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５ 職務のため議事室に出席した事務局職員の職氏名（５名） 

  議会事務局長  松 島 健 二        議 事 課 長        田 中 利 雄 

  書    記  浅 井   武        書    記  花 田 敏 浩 

  書    記  茂 田 和 紀 
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              再開 午前10時00分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（不老光幸議員） 皆さん、おはようございます。 

 定刻になり、出席議員も定足数に達しておりますので、ただいまから休会中の第３回定例会

を再開します。 

 直ちに本日の会議を開きます。 

 議事日程はお手元に配付しているとおりです。 

 議事に入ります。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１ 議案第５７号 市道路線の認定について 

○議長（不老光幸議員） 日程第１、議案第57号「市道路線の認定について」を議題とします。 

 本案は建設経済常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

 建設経済常任委員長 田川武茂議員。 

              〔17番 田川武茂議員 登壇〕 

○１７番（田川武茂議員） おはようございます。 

 市道路線の認定についてご報告を申し上げます。 

 建設経済常任委員会に審査付託されました議案第57号「市道路線の認定について」、審査内

容と結果を報告いたします。 

 審査においては、まず補足説明を受け、現地調査を行って審査をいたしました。 

 今回認定する路線は、開発に帰属を受ける吉ヶ浦11号線、１路線です。 

 本議案については、今回認定を受ける道路が行きどまりになっているために、車の回転場所

が確保されておりますが、そのスペースに将来的に近隣の方が自分の駐車場として使用しない

よう方策を考えるべきではないかとの質疑がありました。その可能性は大いにあると考えてお

り、看板を立てるなど行い、回転場所の管理を行っていきたいとの回答がありました。 

 また、行きどまりの先にある土地を買収するなどして、その先の道路と接続できるような方

策が検討できないかとの質疑に対して、市が買収するのではなく、土地の所有者から寄附の申

し出があれば、寄附採納の申請に基づいて検討していきたいとの回答がありました。 

 委員からは、将来、近隣住民の利便性が図れるよう、所有者と理解を深めながら協議を行っ

ていただきたいとの要望がありました。 

 質疑を終え、討論はなく、採決の結果、議案第57号は委員全員一致で可決するものと決定を

いたしました。 

 以上で議案第57号の報告を終わります。 

○議長（不老光幸議員） 報告は終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 ただいまの委員長報告に対し質疑はありませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） これで質疑を終わります。 

 自席へどうぞ。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第57号に対する委員長の報告は可決です。本案を委員長報告のとおり可決することに賛

成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（不老光幸議員） 全員起立です。 

 したがって、議案第57号は可決されました。 

              〈可決 賛成18名、反対０名 午前10時03分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第２ 議案第６６号 太宰府市長期継続契約を締結することができる契約を定める条例の 

              制定について 

○議長（不老光幸議員） 日程第２、議案第66号「太宰府市長期継続契約を締結することができる

契約を定める条例の制定について」を議題とします。 

 本案は総務文教常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

 総務文教常任委員長 清水章一議員。 

              〔13番 清水章一議員 登壇〕 

○１３番（清水章一議員） 本会議において審査付託されました議案第66号「太宰府市長期継続契

約を締結することができる契約を定める条例の制定について」、その審査内容と結果を報告い

たします。 

 この条例案につきましては、７月の定例議員協議会において全議員に対して説明がなされて

おります。 

 地方自治法第234条の３の一部改正により、従来、長期継続契約ができることとされていた

電気、ガス、水道の供給契約や電気通信役務の提供を受ける契約、不動産を借りる契約に加え

て、条例で定めることによりまして物品の賃貸借契約、役務の提供を受ける契約についても長

期継続契約をすることができるようになったことに伴い、条例を制定するものであります。 

 これにより議案書24ページ、条例案第２条第１号から第４号までが、新たに長期継続契約で

きることとなり、今まで時間的な制約から随意契約としていたものが入札可能となることか

ら、競争性の向上、契約金額の抑制、事務の簡素化などが図られるとのことであります。 

 執行部からの補足説明に対し、委員からは、契約期間が最大で５年と長いため、物価や経済

－161－ 



情勢が大きく変化した場合どうなるのかとの質疑があり、執行部からは、地方自治法で各年度

におけるこれらの経費の予算の範囲内においてその給付を受けなければならないとされている

ため、契約書の中に契約の見直しまたは解除をすることができるとの項目を入れるようにする

と回答がありました。 

 また、入札方式は一般競争入札か指名競争入札かとの質疑があり、一般競争入札を行う契約

については、工事または工事に伴う設計業務委託を考えており、この条例の対象となる物品の

賃貸借や役務の提供については指名競争入札で実施していきたいとの回答がありました。 

 その他、関連する質疑を終え、討論では賛成の立場から、長期継続契約を締結した場合は、

事務報告書等に記載するなど議会への報告についてご検討いただきたいとの要望がなされてお

ります。 

 討論を終え、採決の結果、議案第66号については委員全員一致で原案のとおり可決すべきも

のと決定いたしました。 

 以上、議案第66号について、その審査の内容と結果の報告を終わります。 

○議長（不老光幸議員） 報告は終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 ただいまの委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） これで質疑を終わります。 

 自席へどうぞ。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第66号に対する委員長の報告は原案可決です。本案を委員長報告のとおり原案可決する

ことに賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（不老光幸議員） 全員起立です。 

 したがって、議案第66号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成18名、反対０名 午前10時07分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第３ 議案第６７号 太宰府市国民健康保険条例の一部を改正する条例について 

○議長（不老光幸議員） 日程第３、議案第67号「太宰府市国民健康保険条例の一部を改正する条

例について」を議題とします。 

 本案は環境厚生常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 
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 環境厚生常任委員長 中林宗樹議員。 

              〔８番 中林宗樹議員 登壇〕 

○８番（中林宗樹議員） 環境厚生常任委員会に審査付託されました議案第67号の審査における主

な内容と結果をご報告いたします。 

 本案は、国の緊急の少子化対策として健康保険法施行令が改正され、平成21年10月１日から

平成23年３月31日までの暫定措置として、出産育児一時金の上限額が35万円から39万円に４万

円の引き上げがなされるもので、本市の国民健康保険条例についても同様に改正を行うもので

す。 

 あわせまして、同法施行令のただし書きに規定する出産のときは３万円が加算されますの

で、上限額は42万円になるというものです。 

 本議案における質疑は、出産の確定というのは届けの日か生まれた時刻かとの質問に対し、

病院のほうから来る申請書に書かれている出生日であるとのことです。 

 また、暫定期間とあるが、期間が切れた後のあり方についてはという質問に対しましては、

国から明確なものが示されていないので、財政的な措置もあるので状況を見ていきたいとの回

答を得ています。 

 質疑を終え、討論はなく、採決の結果、議案第67号につきましては委員全員一致で原案のと

おり可決すべきものと決定いたしました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（不老光幸議員） 報告は終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 ただいまの委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） これで質疑を終わります。 

 自席へどうぞ。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第67号に対する委員長の報告は原案可決です。本案を委員長報告のとおり原案可決する

ことに賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（不老光幸議員） 全員起立です。 

 したがって、議案第67号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成18名、反対０名 午前10時10分〉 
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            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第４ 議案第６８号 太宰府市水道料金審議会条例の一部を改正する条例について 

○議長（不老光幸議員） 日程第４、議案第68号「太宰府市水道料金審議会条例の一部を改正する

条例について」を議題とします。 

 本案は建設経済常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

 建設経済常任委員長 田川武茂議員。 

              〔17番 田川武茂議員 登壇〕 

○１７番（田川武茂議員） 建設経済常任委員会に審査付託されました議案第68号「太宰府市水道

料金審議会条例の一部を改正する条例について」、主な審査内容と結果を報告いたします。 

 本案は、これまで水道料金の額の審議を行うものとなっていましたが、下水道料金について

同様の取り扱いをするというもので、同時に文言等の修正を行い、条例の施行については本年

10月１日に行いたいとの説明がありました。 

 本案について質疑、討論はなく、採決の結果、議案第68号は委員全員一致で原案のとおり可

決するものと決定をいたしました。 

 以上で議案第68号の報告を終わります。 

○議長（不老光幸議員） 報告は終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 ただいまの委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） これで質疑を終わります。 

 自席へどうぞ。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第68号に対する委員長の報告は原案可決です。本案を委員長報告のとおり原案可決する

ことに賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（不老光幸議員） 全員起立です。 

 したがって、議案第68号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成18名、反対０名 午前10時13分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第５ 議案第６９号 平成２１年度太宰府市一般会計補正予算（第２号）について 

○議長（不老光幸議員） 日程第５、議案第69号「平成21年度太宰府市一般会計補正予算（第２

－164－ 



号）について」を議題とします。 

 本案は各所管委員会に分割付託しておりましたので、各常任委員長の報告を求めます。 

 まず、総務文教常任委員長 清水章一議員。 

              〔13番 清水章一議員 登壇〕 

○１３番（清水章一議員） 本会議において分割付託されました議案第69号「平成21年度太宰府市

一般会計補正予算（第２号）について」の総務文教常任委員会所管分について、その主な審査

内容と結果を報告いたします。 

 まず、歳出の主なものといたしましては、２款１項７目財産管理費、公用車管理関係費

1,689万9,000円、これは、古くなった公用車を買いかえる費用等が計上されております。内訳

は、普通自動車３台、軽自動車７台、トラック１台とのことであります。 

 次に、２款２項１目企画総務費、行政改革推進費308万7,000円、これは平成23年４月を目標

に転出転入等の住民異動に伴う窓口サービスのワンストップ化を実施することに伴い、その業

務になれるため、新たに委託職員を市民課及び国保年金課に配置するための費用であります。 

 同じく、２款２項６目地域コミュニティ推進費、コミュニティバス関係費618万6,000円、こ

れは国道３号線、梅香苑交差点付近にまほろば号バス停を新設するための費用であります。 

 次に、10款２項小学校費の施設整備関係費1億2,489万8,000円、３項中学校費の施設整備関

係費1億1,251万9,000円。これは、太宰府西小学校及び太宰府中学校の耐震補強工事、屋上防

水工事、全小・中学校のデジタルテレビ化工事などの費用が計上されております。 

 なお、これにより、学校の耐震補強工事はすべて終了するとのことであります。 

 続いて、歳入の主なものといたしまして、14款２項４目教育費国庫補助金、小学校費補助金

5,334万8,000円、中学校費補助金5,629万9,000円、これについては小・中学校の耐震補強工

事、デジタルテレビ化工事などの費用として国から交付を受けたものであります。 

 同じく、14款２項５目総務費国庫補助金、地域活性化・経済危機対策臨時交付金1億8,145万

3,000円ですが、これは国の１次補正で太宰府市に交付された交付金の総額を計上していると

のことであります。 

 次に、15款３項６目教育費委託金、教育総務費委託金50万1,000円ですが、国の外国語活動

実践研究事業で太宰府西小学校が、同じく国の小学校理科支援員等配置事業で太宰府小学校、

太宰府南小学校、国分小学校がそれぞれ指定を受けており、事業を実施するために県から交付

された委託金であります。 

 次に、債務負担行為の補正について、小学校公務用パソコン保守委託料、期間が平成22年度

から平成26年度まで、限度額220万5,000円、これは国の学校通信技術環境整備事業費補助金を

活用して小学校に配置するパソコン、１校当たり10台、合計70台分の保守委託料について５年

間の債務負担を行うものであります。 

 審査は、款項目ごとに執行部に補足説明を求め、質疑を行い、計上の根拠等不明な点につい

て確認を行いました。 
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 質疑を終え、討論はなく、採決の結果、議案第69号の当委員会所管分については、委員全員

一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 以上で議案第69号の当委員会所管分について、その審査の内容と結果の報告を終わります。 

○議長（不老光幸議員） 報告は終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 ただいまの委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） これで総務文教常任委員長に対する質疑を終わります。 

 自席へどうぞ。 

 次に、建設経済常任委員長 田川武茂議員。 

              〔17番 田川武茂議員 登壇〕 

○１７番（田川武茂議員） 続きまして、議案第69号の建設経済常任委員会所管分について、その

主な審査の内容と結果を報告いたします。 

 まず、歳出の主なものといたしましては、６款１項５目の農地費の農業用排水路等整備費

385万円が増額補正されております。 

 執行部からの補足説明では、安之浦池の農業用排水路等整備工事に伴う設計業務委託料とし

て85万円、同じく安之浦池の農業用排水路等工事費としては250万円、そして高雄地区の水路

の改良工事として50万円、計385万円を増額補正するものであるとの説明がありました。 

 このほか８款１項１目土木総務費の庶務関係費としては2,317万1,000円が増額補正されてお

ります。 

 執行部からの補足説明では、緊急雇用創出事業の臨時特例交付金を活用して、設計や工事事

績の電子化作業、交通量の調査を行うための人件費として483万1,000円、白川地内の離合場所

や都府楼南一丁目地内の歩道拡幅のための用地費として1,740万円、そして設計や工事事績の

電子化作業や交通量調査に関連して備品購入費として94万円、合計2,317万1,000円が増額補正

されるものとの説明がありました。 

 続きまして、歳入の主なものといたしましては、14款３項１目道路橋梁費補助金として

1,740万円が補正されております。 

 内訳としては、地域再生基盤強化交付金として概算で申請していた国庫補助金の確定に基づ

いてマイナス330万円。そして、地域連携推進事業費補助金として、歳出の道路新設改良費の

道路改良工事費の補助金対象分2,400万円と看板等設置工事費の200万円、合計2,600万円の２

分の１の1,300万円。そして、地域活力基盤創造交付金ですが、歳出では協働のまち推進課、

文化財課、観光交流課分として計上されていますが、この交付金を取りまとめている関係で建

設産業課の歳入として770万円が計上されています。合計で1,740万円補正するものと説明があ

りました。 

 このほか15款２項７目緊急雇用創出事業臨時特例基金事業補助金1,980万5,000円のうち、建
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設産業課分として577万1,000円が計上されております。 

 また、21款１項１目土木債の地域再生基盤強化事業として6,890万円が補正されております

が、当初、起債の充当率が45％であったものが90％になったことによって増額補正されている

との説明がありました。 

 歳入、歳出、地方債補正の審査を終え、さしたる質疑はなく、討論もありませんでした。 

 採決の結果、議案第69号の当委員会所管分については、委員全員一致で原案のとおり可決す

るものと決定をいたしました。 

 以上で議案第69号の当委員会所管分の報告を終わります。 

○議長（不老光幸議員） 報告は終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 ただいまの委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） これで建設経済常任委員長に対する質疑を終わります。 

 自席へどうぞ。 

 次に、環境厚生常任委員長 中林宗樹議員。 

              〔８番 中林宗樹議員 登壇〕 

○８番（中林宗樹議員） 続きまして、環境厚生常任委員会の所管分について、その主な審査内容

と結果をご報告いたします。 

 主な内容は、歳出につきましては、３款民生費、１項社会福祉費、１目社会福祉総務費で

は、特別会計関係費として国民健康保険事業特別会計の不足分の郵便料に対する繰出金の増額

補正。また、住宅手当緊急特別措置事業関係費として経済危機対策に位置づけられます支援と

して、住宅を喪失した離職者で、就労能力、就労意欲がある方に対する住宅手当給付金575万

4,000円の増額補正。 

 ４目障害者自立支援費では、介護・訓練等給付関係費として雇用失業情勢に対処するため、

現行の障害者福祉システムに身体、知的、精神それぞれの障害者の紙台帳データを入力するた

めの委託料の増額補正です。これにつきましては、委託業者がハローワーク等利用しながら失

業者を雇用するというものです。 

 ９目国民年金費では、国民年金事務費として来年１月から日本年金機構に移行することに伴

い、情報確認にパソコンを使用することになるための増額補正です。 

 次に、２項児童福祉費、１目児童福祉総務費では、子育て応援特別手当給付事業費の第２次

分7,407万円の増額補正です。対象者は、前回と同じく就学前３カ年のお子さんですが、第２

子以降という条件がなくなりましたので、対象者が909人から1,950人に増えております分、事

業費は増額しています。 

 次に、３項生活保護費、１目生活保護総務費では、昨年来の相談件数、保護開始件数の増加

に伴います生活保護の面接相談員を１名補充するための増額補正です。 

－167－ 



 引き続きまして、４款衛生費、１項保健衛生費、２目保健予防費では、まず経済危機対策の

一つとして、今年度限りの措置としまして一定年齢の女性の子宮がん検診対象者2,300人及び

乳がん検診対象者2,400人のうち、国の基準値である50％の検診率で算出した検診料の自己負

担分を免除するための1,144万円の増額補正。また、新型インフルエンザ関係費として、現在

新型インフルエンザの対応で業務に支障を来していることから、事務補助員の賃金の増額補正

となっています。 

 ３目母子保健費では、乳幼児健診をお願いしていました市内小児科の先生が１名突然休業さ

れたため、急遽かわりの先生にお願いしたことによるスタッフ謝礼の増額補正。 

 ７目環境管理費では、緊急雇用創出事業を活用することによる生活環境データベース化作業

及び太宰府市身近な生き物マップ作製事業として577万9,000円を増額補正しています。 

 次に、２項清掃費、２目塵芥処理費では、地域活性化・経済危機対策臨時交付金の活用によ

り、老朽化した環境美化センターの全般的な改良工事を行うための工事請負費4,188万5,000円

の増額補正。 

 次に、３項上水道費、１目上水道施設費では、山神水道企業団で高度浄水施設整備として活

性炭の接触槽の築造工事が行われます。その総事業費が1億1,400万円で、そのうちの４分の１

は国庫補助になりますので、残りの４分の３の費用のうち２分の１の費用を構成団体の１日最

大給水量割りとして、太宰府市の割合15.1％で算出した645万6,000円が増額補正されていま

す。これは、100％企業債が認められていますので、歳入21款市債で640万円が計上されていま

す。 

 次に、歳入です。 

 18款繰入金、２項１目特別会計繰入金の老人保健特別会計精算繰入金につきましては、老人

保健特別会計の精算額の確定に伴う8,591万9,000円の増額補正です。 

 そのほかの歳入に関しましては、歳出に伴います国庫及び県支出金の増額補正となっており

ます。 

 審査は、各款各項ごとに執行部に補足説明を求め、その都度質疑を行い、補正計上の根拠等

不明な点について確認いたしました。 

 本議案に対する質疑を終え、討論はなく、採決の結果、議案第69号の当委員会所管分につき

ましては、委員全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 以上で環境厚生常任委員会の所管分についてのご報告を終わります。 

○議長（不老光幸議員） 報告は終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 ただいまの委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） これで環境厚生常任委員長に対する質疑を終わります。 

 自席へどうぞ。 
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 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 ただいまの各常任委員長の報告は原案可決です。本案を各委員長の報告のとおり原案可決す

ることに賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（不老光幸議員） 全員起立です。 

 したがって、議案第69号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成18名、反対０名 午前10時31分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第６から日程第８まで一括上程 

○議長（不老光幸議員） お諮りします。 

 日程第６、議案第70号「平成21年度太宰府市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）

について」から日程第８、議案第72号「平成21年度太宰府市介護保険事業特別会計補正予算

（第２号）について」までを一括議題にしたいと思います。これに異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） 異議なしと認め、お諮りしたとおり一括議題とし、付託しておりました

環境厚生常任委員会の報告を求めます。 

 環境厚生常任委員長 中林宗樹議員。 

              〔８番 中林宗樹議員 登壇〕 

○８番（中林宗樹議員） 環境厚生常任委員会に審査付託されました議案第70号から議案第72号の

審査における主な内容と結果を一括してご報告いたします。 

 まず、議案第70号「平成21年度太宰府市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）につ

いて」ご報告いたします。 

 今回の補正は、歳入歳出それぞれ247万3,000円の追加補正がなされており、その主な内容

は、歳出では１款総務費、１項総務管理費、１目の庶務関係費につきましては、郵便料の不足

分の増額及び国民健康保険加入者が75歳に達した月の高額療養費の自己負担額の特例措置の遡

及適用に関する電算改修業務委託料の補正で、合計244万3,000円の増額。 

 ４款前期高齢者納付金等、１項１目の前期高齢者納付金の額確定による追加補正100万

2,000円。 

 ５款老人保健拠出金、１項２目老人保健事務費拠出金につきましても、同様に額が確定しま

したことから114万3,000円の減額補正。 

 ６款介護納付金、１項１目の介護納付金につきましても、額が確定しましたので減額補正と
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して100万円を計上しています。 

 次に、11款諸支出金、１項２目償還金につきましては、額が確定したことによる返還金で

す。 

 また、３目高額療養費特別支給金につきましては、75歳に到達した月の自己負担限度額の特

例措置の遡及分としての増額補正111万円を計上しています。 

 次に、歳入では、２款国庫支出金、２項１目財政調整交付金、特別調整交付金につきまして

は、高額療養費の自己負担限度額の改正に伴う電算改修委託料と高額療養費特別支給金に対す

る交付措置のため、237万円の増額補正。 

 ８款繰入金、１項一般会計繰入金は、一般会計の繰り出しのところでもご報告しましたが、

郵便料の増額補正に伴う一般会計からの繰り入れでございます。 

 執行部からの補足説明が終わり、質疑、討論はなく、採決の結果、議案第70号につきまして

は、委員全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 続きまして、議案第71号「平成21年度太宰府市老人保健特別会計補正予算（第１号）につい

て」ご報告いたします。 

 今回の補正は、歳入歳出それぞれ9,000万円の追加補正がなされております。その主な内容

は、歳出では４款１項１目償還金につきましては、前年度の医療費の確定に伴い、408万

2,000円を国に返還するものです。 

 次に、同じく２項１目一般会計繰出金につきましては、老人保健精算額の確定に伴い

8,591万8,000円を一般会計へ繰り戻すものです。 

 歳入につきましては、５款繰越金でありますが、歳出でありました国への精算返還金及び一

般会計繰り戻し金の額を合わせたとこの9,000万円が増額補正されております。 

 執行部の補足説明は終わり、質疑、討論はなく、採決の結果、議案第71号につきましては、

委員全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 次に、議案第72号「平成21年度太宰府市介護保険事業特別会計補正予算（第２号）につい

て」ご報告いたします。 

 今回の補正は、歳入歳出それぞれ5,481万5,000円の追加補正がなされており、その主な内容

は、歳出につきましては、１款総務費、庶務関係費で返還金153万8,000円の増額補正、６款基

金積立金では、介護給付費支払準備基金積立金として5,327万7,000円の増額補正が計上されて

います。 

 歳入につきましては、３款支払基金交付金、介護給付費交付金として210万7,000円の増額補

正、７款繰越金、前年度純繰越金として5,270万8,000円を増額補正で計上されています。 

 執行部からの補足説明を終わり、さしたる質疑はなく、討論もなく、採決の結果、議案第

72号につきましては、委員全員一致で原案のとおり可決すべきものと決定しました。 

 以上で議案第70号から議案第72号の報告を終わります。 

○議長（不老光幸議員） 報告は終わりました。 
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 これから質疑を行います。 

 議案第70号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） 次に、議案第71号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） 次に、議案第72号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） これで質疑を終わります。 

 自席へどうぞ。 

 これより討論、採決を行います。 

 議案第70号「平成21年度太宰府市国民健康保険事業特別会計補正予算（第２号）について」

討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第70号に対する委員長の報告は原案可決です。本案を委員長報告のとおり原案可決する

ことに賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（不老光幸議員） 全員起立です。 

 よって、議案第70号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成18名、反対０名 午前10時39分〉 

○議長（不老光幸議員） 次に、議案第71号「平成21年度太宰府市老人保健特別会計補正予算（第

１号）について」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第71号に対する委員長の報告は原案可決です。本案を委員長報告のとおり原案可決する

ことに賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（不老光幸議員） 全員起立です。 

 よって、議案第71号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成18名、反対０名 午前10時39分〉 

○議長（不老光幸議員） 次に、議案第72号「平成21年度太宰府市介護保険事業特別会計補正予算
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（第２号）について」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第72号に対する委員長の報告は原案可決です。本案を委員長報告のとおり原案可決する

ことに賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（不老光幸議員） 全員起立です。 

 よって、議案第72号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成18名、反対０名 午前10時40分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第９ 議案第７３号 平成２１年度太宰府市水道事業会計補正予算（第１号）について 

○議長（不老光幸議員） 日程第９、議案第73号「平成21年度太宰府市水道事業会計補正予算（第

１号）について」を議題とします。 

 本案は建設経済常任委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

 建設経済常任委員長 田川武茂議員。 

              〔17番 田川武茂議員 登壇〕 

○１７番（田川武茂議員） 建設経済常任委員会に審査付託されました議案第73号「平成21年度太

宰府市水道事業会計補正予算（第１号）について」審査内容と結果を報告いたします。 

 今回の補正内容は、職員の育児休暇延長に伴い、現在雇用している嘱託職員の任用を来年３

月まで延長するための人件費92万7,000円、水道料金の見直しを行うための水道料金等審議会

開催により発生する委員会報酬、費用弁償の合計29万円、総額121万7,000円を増額補正するも

のと説明がありました。 

 本案に対して委員からの質疑、討論はなく、採決の結果、議案第73号は、委員全員一致で原

案のとおり可決するものと決定をいたしました。 

 以上で議案第73号の報告を終わります。 

○議長（不老光幸議員） 報告は終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 ただいまの委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） これで質疑を終わります。 

 自席へどうぞ。 

 これから討論を行います。 

 討論はありませんか。 
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（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 議案第73号に対する委員長の報告は原案可決です。本案を委員長報告のとおり原案可決する

ことに賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（不老光幸議員） 全員起立です。 

 したがって、議案第73号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成18名、反対０名 午前10時43分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１０から日程第１７まで一括上程 

○議長（不老光幸議員） お諮りします。 

 日程第10、認定第１号「平成20年度太宰府市一般会計歳入歳出決算認定について」から日程

第17、認定第８号「平成20年度太宰府市下水道事業会計決算認定について」までを一括議題に

したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） 異議なしと認め、お諮りしたとおり一括議題とし、付託しておりました

決算特別委員会の報告を求めます。 

 決算特別委員長 清水章一議員。 

              〔13番 清水章一議員 登壇〕 

○１３番（清水章一議員） 決算特別委員会に審査付託されました認定案件の審査結果について、

一括して報告をいたします。 

 本定例会におきまして審査付託を受けました認定第１号「平成20年度太宰府市一般会計歳入

歳出決算認定について」及び認定第２号から認定第８号までの各会計の歳入歳出決算認定につ

いての審査につきましては、本会議初日に市長の提案理由及び特別委員会初日に各担当部長の

概要説明を受けた後、９月11日及び14日の２日間にわたり、市長ほか副市長、教育長及び各部

長、課長出席のもとに審査を行いました。 

 審査に当たっては決算書に付随して提出されました事務報告書、監査委員の各決算審査意見

書、施策評価を参照し、さらに各委員から資料要求がありました審査資料もあわせ、各委員か

らの質問とそれに対する所管部課長の説明をもとに慎重に審議いたしました。この決算審査に

当たりましてご協力をいただきました各委員及び執行部の皆様に対しまして改めてお礼を申し

上げます。 

 平成20年度も前年度に引き続き極めて厳しい財政状況でありましたが、あらゆる収入の財源

確保に努めるとともに、経費の節減や事業の見直しなどを積極的に行い、総合計画に掲げる施

策や事業の計画的推進に努め、一定の成果が上がったという報告がありました。なお、各会計
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ともに、審査の詳細な内容につきましては、全議員構成での審査であったこと、また後日決算

特別委員会会議録が配付され、またその他の関係資料としての事務報告書並びに各委員から要

求された審査資料等も配付されておりますので、逐一報告することを省略いたします。 

 執行部においては、委員会の内容及び審査の中で出されました問題点、指摘事項、意見、要

望等については十分に整理、検討され、新年度予算の編成に反映されるとともに、今後の事業

執行にも積極的に対応されることを強くお願いをしておきます。また、各会計においてもまだ

まだ厳しい財政状況が続いており、行財政の効率化、財政の健全化を一層進め、市民サービス

の低下を招くことがないよう、職員が一丸となって行政運営に取り組まれますよう要望いたし

ます。 

 それでは、各会計の実質収支の状況を主に報告いたします。なお、各会計とも金額につきま

しては、千円単位で報告をします。 

 まず、認定第１号「平成20年度太宰府市一般会計歳入歳出決算認定について」報告をいたし

ます。 

 平成20年度の決算額は、歳入総額197億1,863万3,000円、歳出総額189億5,259万5,000円で、

歳入歳出の形式収支7億6,603万8,000円の黒字であり、翌年度へ繰り越すべき財源6,832万

7,000円を差し引いた実質収支についても、6億9,771万1,000円の黒字となっております。ま

た、本年度の実質収支額から前年度実質収支額を差し引いた単年度収支は、3億9,331万円の赤

字となっておりますが、実質単年度収支は3億5,557万9,000円の黒字決算となっています。地

方債の残高は、平成20年度末では209億1,669万1,000円であり、前年度より9億7,864万8,000円

の減となっています。また、経常収支比率も95.1％で、昨年度から2.7ポイント改善したもの

の、厳しい状況であります。執行部にあっては、この厳しい財政状況をさらに深刻に受けと

め、財政の健全化に向けてより一層の努力を強く要望いたすものであります。 

 質疑、討論を終わり、委員会採決の結果、認定第１号は大多数をもって認定すべきものと決

定をいたしました。 

 次に、認定第２号「平成20年度太宰府市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定につい

て」報告をします。 

 平成20年度の決算額は、歳入総額64億8,050万4,000円、歳出総額65億2,885万2,000円で、歳

入歳出差し引き4,834万8,000円の赤字決算となっております。歳入の基礎となります税収を見

ますと、収入未済額は4億4,746万7,000円で、5.9％の増となっております。このように税収が

伸び悩む中、医療給付費は年々増加しており、国民健康保険事業は今後も厳しい財政状況が続

くことと予想されますので、事業の健全な運営により一層の努力をお願いしておきます。 

 質疑を終わり、討論はなく、委員会採決の結果、認定第２号は全員一致で認定すべきものと

決定しました。 

 次に、認定第３号「平成20年度太宰府市老人保健特別会計歳入歳出決算認定について」報告

をします。 
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 平成20年度の決算額は、歳入総額6億7,989万円、歳出総額5億8,176万2,000円で、歳入歳出

差し引きでは9,812万8,000円の黒字となっております。歳出の大半を占める医療諸費は5億

7,099万2,000円で、全体の98.15％を占めています。老人保健制度は、平成20年３月に廃止さ

れ、以後は清算のみが行われている状況であります。 

 質疑を終わり、討論はなく、委員会採決の結果、認定第３号は全員一致で認定すべきものと

決定しました。 

 次に、認定第４号「平成20年度太宰府市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認定につい

て」報告します。 

 平成20年度の決算額は、歳入総額7億7,303万8,000円、歳出総額7億4,153万1,000円で、歳入

歳出の形式収支額は3,150万7,000円の黒字であり、実質収支額についても同額の黒字となって

います。また、実質単年度収支も黒字となっています。この制度は、従来の老人保健制度から

独立した保険制度で、平成20年度から施行されており、今後とも健全運営に努力されますよう

お願いいたします。 

 質疑、討論を終わり、委員会採決の結果、認定第４号は大多数をもって認定すべきものと決

定しました。 

 次に、認定第５号「平成20年度太宰府市介護保険事業特別会計歳入歳出決算認定について」

報告します。 

 平成20年度の決算額は、歳入総額34億7,923万8,000円、歳出総額33億8,647万3,000円で、歳

入歳出の形式収支額は9,276万5,000円の黒字であり、実質収支額についても同額の黒字となっ

ています。また、実質単年度収支も黒字となっています。介護保険制度は、年々加速する高齢

化社会にあって、対象者の増加等により介護給付費が増大している状況であることから、健全

な財政運営に引き続き努力されますようお願いいたします。 

 質疑を終わり、討論はなく、委員会採決の結果、認定第５号は全員一致で認定すべきものと

決定いたしました。 

 次に、認定第６号「平成20年度太宰府市住宅新築資金等貸付事業特別会計歳入歳出決算認定

について」報告します。 

 平成20年度の決算額は、歳入総額865万6,000円、歳出総額793万3,000円で、差し引き72万

2,000円の繰り越しとなっています。収入未済額は9,975万9,000円で、前年度に比較して

1.25％増加しております。この収入未済額は、貸付金の未収によるものであり、その回収率は

５％で、前年度に比べ0.05ポイント上昇している状況であります。今後もさらに滞納解消に向

けての努力をお願いするものであります。 

 質疑を終わり、討論はなく、委員会採決の結果、認定第６号は全員一致で認定すべきものと

決定しました。 

 次に、認定第７号「平成20年度太宰府市水道事業会計決算認定について」報告します。 

 平成20年度の年間総給水量は495万8,660で、昨年度から0.8％減となっており、有収率は
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94.7％、普及率は78.9％となっています。経理面で、収益的収入において総収益は、昨年度か

ら0.1％減の12億3,019万6,000円、総費用は受水費や水原開発調査費状況等特別損失の減少に

より、昨年度から1.9％減の10億9,793万2,000円となっています。この結果、営業利益率は

0.3ポイント低下しましたが、営業外収益の加入負担金収入により、損益収支において1億

3,226万4,000円の純利益を生じています。資本的収支の収入総額は、国債の満期に伴い、昨年

度から378.2％増の5億550万2,000円、支出総額は繰越事業の発生により、昨年から42.8％減の

3億564万2,000円となっています。総合的に適度の降雨に恵まれ、安定供給に努めることがで

きたとの報告がありました。今後とも将来に向かっての経営の効率化と安全で安定した水の供

給をお願いするものであります。 

 質疑を終わり、討論はなく、委員会採決の結果、認定第７号は全員一致で認定すべきものと

決定いたしました。 

 次に、認定第８号「平成20年度太宰府市下水道事業会計決算認定について」報告します。 

 平成20年度の有収水量は596万4,693で、温泉汚水の供用が開始されたこともあり、0.1％

の増となっています。経理面で収益的収入において、総収入は昨年度から8.2％増の17億287万

8,000円、総費用は公的資金補償金免除、繰上償還の効果などにより、昨年度から3.3％減の

14億9,602万1,000円となっています。この結果、損益収支において2億685万7,000円の純利益

を生じています。資本的収支の収入総額は、繰上償還借換債の発行に伴い、昨年度から93.6％

増の28億4,657万9,000円、支出総額は繰上償還による企業債償還金が増加したことにより、昨

年度から76.2％増の34億4,361万4,000円となっています。なお、資本的収支での不足額は、当

年度分消費税、地方消費税、資本的収支調整額、過年度分、当年度分損益勘定留保資金で補て

んしているという報告がありました。今後も厳しい経営状況が続くことが予想されることか

ら、より効果的な収納対策を講じていただき、健全財政の維持に努力していただきますようお

願いいたします。 

 質疑を終わり、討論はなく、委員会採決の結果、認定第８号は全員一致で認定すべきものと

決定しました。 

 以上で決算特別委員会に審査付託されました認定第１号から認定第８号までの平成20年度各

会計の決算認定案件についての審査報告を終わります。 

○議長（不老光幸議員） 報告は終わりました。 

 質疑は、全議員で構成された特別委員会で審査しておりますので省略します。 

 自席へどうぞ。 

 討論、採決を行います。 

 認定第１号「平成20年度太宰府市一般会計歳入歳出決算認定について」討論を行います。 

 通告があっていますので、これを許可します。 

 ２番藤井雅之議員。 

○２番（藤井雅之議員） 認定第１号平成20年度太宰府市一般会計歳入歳出決算認定につきまし
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て、先日行われました決算特別委員会でも反対を表明しております。本会議場におきましては

反対の表明にとどめて討論にかえさせていただきます。 

○議長（不老光幸議員） ほかに討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 認定第１号に対する委員長の報告は認定です。本案を委員長報告のとおり認定することに賛

成の方は起立願います。 

（大多数起立） 

○議長（不老光幸議員） 大多数起立です。 

 したがって、認定第１号は認定されました。 

              〈認定 賛成17名、反対１名 午前10時59分〉 

○議長（不老光幸議員） 次に、認定第２号「平成20年度太宰府市国民健康保険事業特別会計歳入

歳出決算認定について」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 認定第２号に対する委員長の報告は認定です。本案を委員長報告のとおり認定することに賛

成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（不老光幸議員） 全員起立です。 

 したがって、認定第２号は認定されました。 

              〈認定 賛成18名、反対０名 午前11時00分〉 

○議長（不老光幸議員） 次に、認定第３号「平成20年度太宰府市老人保健特別会計歳入歳出決算

認定について」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 認定第３号に対する委員長の報告は認定です。本案を委員長報告のとおり認定することに賛

成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（不老光幸議員） 全員起立です。 

 したがって、認定第３号は認定されました。 
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              〈認定 賛成18名、反対０名 午前11時00分〉 

○議長（不老光幸議員） 次に、認定第４号「平成20年度太宰府市後期高齢者医療特別会計歳入歳

出決算認定について」討論を行います。 

 通告があっていますので、これを許可します。 

 ２番藤井雅之議員。 

○２番（藤井雅之議員） 認定第４号平成20年度太宰府市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算認

定につきましても、先日決算委員会で反対討論を行っております。本会議では表明にとどめて

討論にかえさせていただきます。 

○議長（不老光幸議員） ほかに討論ありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 認定第４号に対する委員長の報告は認定です。本案を委員長報告のとおり認定することに賛

成の方は起立願います。 

（大多数起立） 

○議長（不老光幸議員） 大多数起立です。 

 したがって、認定第４号は認定されました。 

              〈認定 賛成17名、反対１名 午前11時01分〉 

○議長（不老光幸議員） 次に、認定第５号「平成20年度太宰府市介護保険事業特別会計歳入歳出

決算認定について」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 認定第５号に対する委員長の報告は認定です。本案を委員長報告のとおり認定することに賛

成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（不老光幸議員） 全員起立です。 

 したがって、認定第５号は認定されました。 

              〈認定 賛成18名、反対０名 午前11時02分〉 

○議長（不老光幸議員） 次に、認定第６号「平成20年度太宰府市住宅新築資金等貸付事業特別会

計歳入歳出決算認定について」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） これで討論を終わります。 
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 採決を行います。 

 認定第６号に対する委員長の報告は認定です。本案を委員長報告のとおり認定することに賛

成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（不老光幸議員） 全員起立です。 

 したがって、認定第６号は認定されました。 

              〈認定 賛成18名、反対０名 午前11時03分〉 

○議長（不老光幸議員） 次に、認定第７号「平成20年度太宰府市水道事業会計決算認定につい

て」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 認定第７号に対する委員長の報告は認定です。本案を委員長報告のとおり認定することに賛

成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（不老光幸議員） 全員起立です。 

 したがって、認定第７号は認定されました。 

              〈認定 賛成18名、反対０名 午前11時03分〉 

○議長（不老光幸議員） 次に、認定第８号「平成20年度太宰府市下水道事業会計決算認定につい

て」討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 認定第８号に対する委員長の報告は認定です。本案を委員長報告のとおり認定することに賛

成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（不老光幸議員） 全員起立です。 

 したがって、認定第８号は認定されました。 

              〈認定 賛成18名、反対０名 午前11時04分〉 

○議長（不老光幸議員） ここで暫時休憩をいたします。 

 直ちにみらい基金創設特別委員会が開催されますので、全員協議会室にお集まりください。 

              休憩 午前11時04分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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              再開 午前11時31分 

○議長（不老光幸議員） 休憩前に引き続き再開します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１８ みらい基金創設特別委員会報告について 

○議長（不老光幸議員） 日程第18、「みらい基金創設特別委員会報告について」を議題としま

す。 

 委員長の報告を求めます。 

 みらい基金創設特別委員会委員長 武藤哲志議員。 

              〔19番 武藤哲志議員 登壇〕 

○１９番（武藤哲志議員） まず、みらい基金創設特別委員会の審議の経過報告、今後の問題もあ

りますので、経過報告をさせていただきたいと思います。 

 まず、この議案については、議員全員で発議第４号として特別委員会、基金創設委員会の設

置を平成19年12月18日提出をし、全会一致で可決をいたしました。 

 そして、19日に第１回の正副委員長の互選を行い、委員長に私、武藤、副委員長に田久美

子副委員長を選任をいただきました。 

 平成20年２月12日に第２回の委員会を開き、今後の進め方について皆さんにお諮りした経過

があります。 

 第３回については、平成20年３月18日に歴史と文化の環境税条例の見直し時期がありまし

て、これに対応する審議、こういう状況の中で、小委員会設置をしたらどうか、関係者に意見

を求めることや駐車場事業者との協議、また新たに法律ができましたふるさと納税基金とのか

かわりについてどのように調整をしていくかという報告をした経過があります。 

 第４回として、やはりみらい基金創設検討委員会、ワーキング部会と言われる部分がありま

して、その委員からの報告を受けた経過があります。 

 第５回平成20年５月14日に関係者の意見を求めることについて委員長として提案をいたしま

したが、内部協議が必要であり、もう少し煮詰めていく必要があるという状況です。 

 また、第６回、７回にワーキング部会が開かれており、みらい基金検討委員会の報告を受け

たところであります。そして、各委員からみらい基金創設についての意見を求めました。その

中で、関係者から意見を聞くことについて合意を得た経過がございます。 

 第７回の特別委員会が平成20年12月３日に、税制審議会がどのような形で歴史と文化の環境

税を諮問協議した内容を、また基金条例の対応と含めて発言があり、そういう議事録や審議内

容を委員会として知りたいという委員からの意見を得て、第９回の平成21年１月20日に税制審

議会の答申、また特別委員会の基金条例の今後の対応について審議をしてきたところでありま

す。 

 その中で、やはり具体的に小委員会を設置をし、具体的に委員会に報告できるような形でと

いうことで委員の同意を得ました。この小委員会は、平成21年２月27日に条例化の具体化、ま
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たこの議員発議に基づいて行政側に要綱や規則をどういうふうにするのかという形で、小委員

会に執行部の担当部課を含めて協議をさせていただきました。 

 第２回の小委員会は、平成21年４月14日にも前回に引き続き協議を行った部分があります。 

 第10回の平成21年６月５日に各委員会で小委員会の協議結果を報告をいたしました。その中

で、条例案の修正が提起されました。それで、当初の名称を修正することについて、委員から

小委員会の部分もありまして、名称変更が、第10回の平成21年６月５日に名称変更の修正を確

認したところであります。それに基づく規則要綱、それからこれについて行政側にもし議会で

提案をされ、可決された後については、規則要綱について早急に準備に入っていただくように

と提案をし、了承いただきました。条例案の提出時期をいつにするかという形で委員全員で協

議した結果、今議会までにどうしても条例案を提出したい、そのために集中的に協議をしてい

きたいという形で審議を行いました。延べ13回の審議を行ったところであります。この議事録

については、特別委員会議事録がありまして、公開できるようになっておりますので、審議の

内容については省略をさせていただきたいと思います。 

 また、こういう発議を行うに当たりまして、平成21年７月14日に関係者８名、委員全員とこ

の８名の方々と意見交換を行い、貴重な発言をいただきました。そういう状況の中で審議をし

てきた経過があります。そして、最終的には本日休憩を挟みまして提案できる状況に、採決の

結果、全員一致で条例案を提出する運びになりました。今後、この条例の発議が成立いたしま

すと、執行部に大変ご迷惑をおかけしますし、関係者のご協力を切に願うところであります。 

 また、特別委員会としてこの条例、発議した以上は、私どもの任期中、この特別委員会を継

続していくという形で、全員一致で確認をしているところであります。 

 以上が特別委員会の報告であります。 

○議長（不老光幸議員） 報告は終わりました。 

 質疑は、全議員で構成された特別委員会で審議しておりますので、省略します。 

 自席へどうぞ。 

 以上で報告を終わります。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第１９ 発議第４号 太宰府古都・みらい基金条例の制定について 

○議長（不老光幸議員） 日程第19、発議第４号「太宰府古都・みらい基金条例の制定について」

を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 19番武藤哲志議員。 

              〔19番 武藤哲志議員 登壇〕 

○１９番（武藤哲志議員） お手元に配付をいたしております発議第４号「太宰府古都・みらい基

金条例の制定について」、提出者は私で、賛成者は、議長も賛成をいたしておりますが、議長

という立場で賛成者の中には入っておりませんが、こういう状況で、提出者、賛成者全会一致
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で行いました。 

 理由としては、寄附金を財源として、市民と協働して太宰府の特性を生かしたまちづくりを

行っていくために発議第４号を行う部分であります。 

 また、お開きいただきますと、太宰府古都・みらい基金条例（案）となっております。採決

されれば、公示日がここに入る予定であります。 

 大変この審議については、再三先ほど報告した内容であります。ただ、特徴点としては、第

１条、第２条、第３条、４条、５条、６条、７条、ここの部分についてまでは皆さんと協議を

したんですが、最終的には第８条と関係する附則の部分について市長よりの執行部の意見を求

めまして、この部分について適用期間について、この条例は平成27年３月31日までを効力とす

る、ただし市長はこの条例の施行状況、社会経済情勢の推移等を勘案し、必要があると認める

ときはこの条例の規定について検討を加え、その結果に基づいて必要な措置を講ずるものとす

るということを、行政の協力と議会全員一致でまとまりましたので、発議第４号を提出しま

す。 

 以上です。 

○議長（不老光幸議員） 説明は終わりました。 

 お諮りします。 

 本案は委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） 異議なしと認め、委員会付託を省略します。 

 質疑は省略します。 

 自席へどうぞ。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 発議第４号を原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 

○議長（不老光幸議員） 全員起立です。 

 したがって、発議第４号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成18名、反対０名 午前11時43分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第２０と日程第２１を一括上程 

○議長（不老光幸議員） お諮りします。 

 日程第20、請願第２号「物価に見合う年金引き上げを求める請願」及び日程第21、請願第３
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号「「最低保障年金制度」の創設を求める請願」を一括議題にしたいと思います。これにご異

議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） 異議なしと認め、お諮りしたとおり一括議題とし、付託しておりました

環境厚生常任委員会の報告を求めます。 

 環境厚生常任委員長 中林宗樹議員。 

              〔８番 中林宗樹議員 登壇〕 

○８番（中林宗樹議員） 環境厚生常任委員会に審査付託されました請願第２号及び第３号の審査

における主な内容と結果を一括してご報告します。 

 まず、請願第２号につきましては、６月議会におきまして継続審査となっておりました案件

です。 

 今回の協議におきましては、名目手取り賃金変動率が物価変動率を下回っているので、物価

等の高騰に見合う最低のものとして３％が必要というのは当てはまらない。また、８万円に達

するまでの支援が必要とあるが、生活保護での支給があるということを聞いているので反対で

あるとの意見が述べられました。 

 協議を終わり、討論では、現在、物価が引き下がっているかというと決して１年前の物価高

騰のときと状況は変わっていない。物価高は今現在も進行している状況であるので、この請願

は必要であるという賛成討論がありました。 

 討論を終え、採決の結果、請願第２号につきましては賛成少数で不採択とすべきものと決定

いたしました。 

 次に、請願第３号につきましても、６月議会におきまして継続審査となっておりました案件

です。 

 協議におきましては、年金制度に対し、現役世代からは不信の声、受給者からは不安の声を

聞く。今ある社会保障制度や生活保護制度を検証し改善していく必要がある。改善なくして新

たな制度を創設し、それを国が負担することは難しいと感じるとの意見や、年金の１階建て部

分を最低保障年金、２階建て部分を所得比例部分という形を見せるほうが、国民年金の納付率

が低いと言われる層の人たちに対しては将来を見据えたビジョンとなってくるのではないか。

また、今回の総選挙で与・野党交代になっている、請願にある意見書のあて先が異なってくる

し、今度野党が与党になったときに年金の見直しがあるという状況にあるので、今回は採択す

るのはいかがなものかという意見が述べられました。 

 協議を終わり、討論では、今回政権交代が起き、民主党も最低保障年金制度創設をマニフェ

ストでうたっているが、消費税率を引き上げるということを避けて通れない状況になってくる

と思われる。しかし、消費税に頼らずに新たに財源を生み出すことは十分可能であると判断し

ているので、本請願を採択し、意見書を提出願いたいという賛成討論がありました。 

 討論を終え、採決の結果、請願第３号につきましては賛成少数で不採択とすべきものと決定
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しました。 

 以上で報告を終わります。 

○議長（不老光幸議員） 報告が終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 請願第２号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） 次に、請願第３号の委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） これで質疑を終わります。 

 自席へどうぞ。 

 これから討論、採決を行います。 

 請願第２号「物価に見合う年金引き上げを求める請願」について討論を行います。 

 討論の通告があっていますので、これを許可します。 

 ２番藤井雅之議員。 

○２番（藤井雅之議員） 請願第２号「物価に見合う年金引き上げを求める請願」について、紹介

議員として賛成の立場で討論いたします。 

 委員会審議の中でありました物価が前年よりも引き下がっているという状況ですが、確かに

物価指数の算定根拠となっております数字の算定根拠につきましては、飲食料品だけではなく

大型家電製品など耐久消費財を含んだものが算定されております。昨年の北京オリンピック以

降、大型家電製品の需要減少、また秋に起こったリーマン・ショックにおいてさらに価格の下

落が進みました。必然的に引き下がる金額が大きい分、消費者物価指数等にも及ぼす影響が出

るのは必至の状況です。しかし、日々の生活必需品、飲食料品に限ってみた場合、どうでしょ

うか。食パン一つとっても、先日政府の小麦引き渡し価格は引き下げられましたが、以前

148円で売られていたものが、原材料が下がった今でも198円の状況で売られているなど、物価

上昇は続いている状況であると判断しています。したがって、請願を採択していただき、意見

書の提出を重ねてお願いいたしまして、討論を終わります。 

○議長（不老光幸議員） 次に、19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） ６月議会から９月議会、委員会、審議をいただきましてありがとうご

ざいます。今、同じ会派の藤井議員が発言をいたしましたが、この年金も本当に厚生年金や共

済年金がありますが、そういう部分的に安定した年金を受けている方と、自営業者の国民年金

については40年かけても月額７万円そこそこという状況なんですね。それで、そういう状況の

中で、20歳から年金をかけるという状況の中で、今特に年間14万円を超える国民年金保険料を

かけられない状況もあります。こういう状況の中で、年金がやはり消費税の中、当初は消費税

を年金の補助に充てるということだったんですが、そうなってなくて、特に毎年年金の保険料

は引き上がっております。その反面、年金も物価にスライドするという制度だったんですが、
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この何年間は物価スライドされておりません。特に福祉年金、国民年金の場合、どうしてもで

すね、６万円近くの年金では生活保護状況に移らざるを得ないという状況が考えられます。そ

ういう中で、少しでも最低年金が８万円に達すれば、生活保護になったときにはその分が控除

をされるわけです。自治体の負担も少なくなるわけでありますから、できれば当然品物を買う

たびに税金も払っているわけですから、年金制度の充実、また年金の引き上げを求めるこの請

願をぜひ議会としても可決いただくことをお願いをして、賛成討論といたします。 

 以上です。 

○議長（不老光幸議員） ほかに討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 請願第２号に対する委員長の報告は不採択です。 

 よって、原案について採決をいたします。 

 請願第２号を採択することに賛成の方は起立願います。 

（少数起立） 

○議長（不老光幸議員） 起立少数です。 

 よって、請願第２号は不採択とすることに決定しました。 

              〈不採択 賛成５名、反対13名 午前11時52分〉 

○議長（不老光幸議員） 次に、請願第３号「「最低保障年金制度」の創設を求める請願」につい

て討論を行います。 

 討論の通告があっていますので、これを許可します。 

 ２番藤井雅之議員。 

○２番（藤井雅之議員） 請願第３号「「最低保障年金制度」の創設を求める請願」について、紹

介議員として賛成の立場で討論いたします。 

 まず、委員会審議におきまして不採択の理由とされた、添付されております意見書のあて先

が前政権のものになっており今回は不採択とすべきであるということですが、昨年の９月議会

では退陣された福田前首相あての意見書を採択しており、今回これを不採択とする理由として

率直に疑問を感じております。また、最低保障年金制度の創設で、将来最低限もらえる１階建

て部分を明確にすることで、今将来幾らもらえるかわからないという理由で国民年金を納めて

いない層にも年金不安を解消するメッセージになると考えます。財源の問題で、消費税の問題

が言われますが、消費税に頼らないでも財源を捻出することは可能です。日米安保条約にも負

担の義務が書かれていない米軍への思いやり予算の廃止など歳出の改革、また行き過ぎた大企

業、大資産家の優遇税制を正す歳入の改革も行えば、消費税に頼らないでも財源を確保するこ

とは可能です。老後を安心して過ごせるためにも、最低保障年金制度の創設は急務です。請願

を可決していただき、意見書の提出を重ねてお願いしまして討論を終わります。 
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○議長（不老光幸議員） 次に、19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） 藤井議員が賛成討論しましたから、重ならない部分での賛成の討論を

させていただきたいと思います。 

 まず、ここにあります年金受給資格が25年というのが法律であるわけですが、よく私も相談

を受けますが、たった１カ月資格がなくてこの年金が受けられない。もう一時期のほんのわず

かでという状況になる方もたくさんおられます。また、さかのぼることができるのは、気がつ

いて２年という状況がありますが、受給権が発生するときにはですね、なかなかそういうこと

に気がつかない状況で、やっとねんきん特別便というのが２年前から送られてくるようになっ

たわけですが、やはり年金の受給資格25年というのは大変長いなと。最低限25年。40年かけな

ければならない。退職するまでという問題がありますが。こういう問題についても、全国市長

会は、国に対して年金制度のあり方、また最低年金保障制度を創設することについても市長会

で論議もされております。そういう状況の中で、今後与・野党で大きな論議になるわけですの

で、ぜひ国に麻生さんや舛添さんが新しくかわられてますが、自民党さんであれ民主党さんで

あれ、この年金問題は大きな市民の生活にかかわる問題ですので、ぜひこの最低年金保障制度

の創設を求める請願については、この議会で可決いただくことをお願いをし、賛成討論といた

します。 

 以上です。 

○議長（不老光幸議員） ほかに討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 請願第３号に対する委員長の報告は不採択です。 

 よって、原案について採決いたします。 

 請願第３号を採択することに賛成の方は起立願います。 

（少数起立） 

○議長（不老光幸議員） 起立少数です。 

 よって、請願第３号は不採択とすることに決定しました。 

              〈不採択 賛成５名、反対13名 午前11時56分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第２２ 請願第４号 市議会議場に国旗・市旗の掲揚を求める請願 

○議長（不老光幸議員） 日程第22、請願第４号「市議会議場に国旗・市旗の掲揚を求める請願」

を議題とします。 

 本案は議会運営委員会に付託しておりましたので、委員長の報告を求めます。 

 議会運営委員長 佐伯修議員。 

              〔15番 佐伯修議員 登壇〕 
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○１５番（佐伯 修議員） 議会運営委員会に審査付託されました請願第４号「市議会議場に国

旗・市旗の掲揚を求める請願」について、審査内容と結果を報告いたします。 

 本請願は、本年６月議会において議会運営委員会に付託され、継続審査となっていた案件で

す。 

 本請願については、６月に引き続き、当委員会を構成する各会派の代表者及び委員から意見

を聞き、それぞれ議場での国旗、市旗掲揚に反対、賛成の立場から意見が出されました。 

 協議の中で、委員から参考までに市長室に掲揚してある移動式の国旗と市旗を見てはどうか

との意見が出され、実際に見たところであります。 

 なお、本請願が採択されれば、掲揚の形式や時期については執行部と協議を行うことを確認

いたしました。 

 協議を終え、討論において、まだ慎重に議論をすべきではないかということで継続審査の動

議が出され、採決を行いましたが、賛成少数で否決され、討論を継続いたしました。 

 その後、請願の採択に反対する討論が１件、請願の採択に賛成する討論が１件行われまし

た。 

 討論を終え、採決の結果、請願第４号は賛成多数で採択すべきものと決定いたしました。 

 以上で請願第４号の報告を終わります。 

○議長（不老光幸議員） 報告は終わりました。 

 これから質疑を行います。 

 ただいまの委員長報告に対し質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） これで質疑を終わります。 

 自席へどうぞ。 

 討論を行います。 

 通告があっていますので、これを許可します。 

 ２番藤井雅之議員。 

○２番（藤井雅之議員） 請願第４号「市議会議場に国旗・市旗の掲揚を求める請願」について反

対の立場で討論いたします。 

 国旗・国歌法制定に向けた国会審議の際に、当時の野中官房長官は、人それぞれ考えがある

として、式典等において起立する自由もあれば起立しない自由もある。斉唱する自由もあれば

斉唱しない自由もあると答弁しています。何人といえども、思想、良心、内心の自由を侵すこ

とはできないということは明らかになっています。さきの戦争でも、侵略の旗印として使われ

た日の丸を国旗として考えることに私は違和感があります。戦前の民主主義の原則に背を向け

た遺物である日の丸について、政治的立場の異なる議員が対等の立場で論戦する民主主義の象

徴である議場に掲揚することはふさわしくないと考えますので、本請願第４号につきましては

反対を表明いたします。 
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○議長（不老光幸議員） 次、賛成討論はありませんか。 

 ９番門田直樹議員。 

○９番（門田直樹議員） 紹介議員として賛成の立場で討論いたします。 

 まず、議会運営委員会におかれましては慎重な審議を感謝申し上げます。 

 まず、最初の委員長の報告の中で、掲示、掲揚の方法について執行部云々という話がありま

したが、文面を読んでいただければわかりますように、これはきちんとした形で、大がかりと

はいいませんが、掲示、正面に掲揚していただく。何か一部の議論では、小さなミニチュア版

を、矮小化したようなものですね、そういったものでというふうなお茶をにごすような話もあ

りますが、決してそういうものではないということはご認識いただきたいと思います。 

 今、反対討論という中で、表現、思想の自由ですね、またさきの大戦におけるこの日章旗の

役割というふうなことをよく言われますけれども、果たしてそうなのかと。日本が現在どうい

った国家であるかということを考えていただければおわかりになると思います。日本が本当に

じゃあ軍事国家なのかと。違うと思います。軍隊を使って他国を侵略しているのはどこなの

か。他の民族を侵略しているのはどこなのか。国民を挙げて反日教育をやっている国家はどこ

なのか。あるいは、核武装を公言して、日本にそのミサイルを向けたり飛ばしたりしている国

はどこなのか。そういった国際情勢の中で日本は戦後平和国家をいちずに建設してきたわけで

あります。そうして、他国との関係においても、どちらかというと平身低頭、相手の言うこと

は100聞いてやってきたと思います。そういった中で、我々が一体何なのか、どこへ行くのか

ということを認識して、こういった民主主義の場であります議場に日章旗、そして市旗を掲揚

することは大いに意義があることだと考えます。 

 以上のような理由で賛成討論とします。 

○議長（不老光幸議員） 次に、19番武藤哲志議員。 

○１９番（武藤哲志議員） これについてはですね、国会の場でも大変長い期間をかけてしまし

た。国としても態度を決めきらなかった。また、諸外国からもいろんな意見があって論議をさ

れた経過があります。私も議会運営委員会の中でこの審議に参加をさせていただいたんです

が、先日、野中広務さんが本を出しておりまして、この本の中でこの日の丸の問題、君が代の

問題ではっきり言って学校長さん、学校現場で大変な混乱があり、とうとい命まで絶ったよう

な経過がある。こういう状況の中で、国会の中で内心の自由があるけど、やはり決めないと国

としても教育現場が混乱するという立場で日の丸・君が代を国会に提出した経過がある。ただ

し、これは強制すべきものではないという野中さんの本が出されて、対談も出されておりま

す。議会の皆さん、選挙で選ばれてくるわけですが、やはり選挙で投票していただく方々みん

ながですね、本当に日の丸をですね、国旗をこの議場に掲げることに賛成しているのかという

と、これも少し疑問点もあるんじゃないかと思うんですね。それと同時に、議会というところ

は、いろんな考え方があって、いろんな論議をしていくその場であります。当然、国旗につい

ては庁舎の前に市を代表する入り口にありますし、市民が入ってくる部分がありますが、議場
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まで国旗を掲げることが必要なのかどうか。そういうものが法律で義務づけられているかとい

うと、議場に国旗を掲げるという義務づけはなされておりません。また、全国でも、したとこ

ろもありますし、してないところもありまして、この太宰府市議会がぜひこの国旗をですね、

議長の後ろにぴしっとした固定をして取りつけるという発言もありましたが、私は議会は民主

主義の場であり、いろんな意見があっても、そこを論議をする場としてこの請願は時期尚早だ

というふうに考えておりまして、私はこの請願はどうしても賛成はできません。 

 以上です。 

○議長（不老光幸議員） ほかに討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 請願第４号に対する委員長の報告は採択です。本案を委員長報告のとおり採択することに賛

成の方は起立願います。 

（大多数起立） 

○議長（不老光幸議員） 大多数起立です。 

 したがって、請願第４号は採択することに決定しました。 

              〈採択 賛成14名、反対４名 午後０時06分〉 

○議長（不老光幸議員） ここで13時まで休憩します。 

              休憩 午後０時07分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

              再開 午後１時00分 

○議長（不老光幸議員） 休憩前に引き続き再開します。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第２３ 意見書第３号 地方自治の継続性を守るための予算執行を求める意見書 

○議長（不老光幸議員） 日程第23、意見書第３号「地方自治の継続性を守るための予算執行を求

める意見書」を議題とします。 

 提出者の説明を求めます。 

 13番清水章一議員。 

              〔13番 清水章一議員 登壇〕 

○１３番（清水章一議員） 意見書第３号「地方自治の継続性を守るための予算執行を求める意見

書」について説明をいたします。 

 提出者は、私、清水章一、賛成者は小道枝議員、大田勝義議員、安部陽議員、佐伯修議

員、福廣和美議員でございます。 

 提案理由は、もうご存じのように新政権が発足をいたしました。その中で、政策の見直し、

税制改革、制度の変更に当たりまして前政権において可決されております予算に基づき地方自
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治体が進めてきた施策や事業について、財源問題で執行に支障が生じることのないように求め

るための意見書でございます。 

 意見書について説明をさせていただきます。お手元にあります意見書を参考にしていただけ

ればと思います。 

 新政権の発足とともに、政策、制度の変更が進められることになります。 

 一方、前政権下において我が国が直面している未曾有の経済危機を克服するために、平成

21年度予算及び同年度第１次補正予算が可決成立をいたしております。総額では14兆円を超え

るこの予算には、地域活性化・公共投資臨時交付金、地域活性化・経済危機対策臨時交付金、

経済対策関連の自治体に交付される15の基金などの創設等が計上されており、各地方自治体は

当該基金などの活用を前提に経済危機対策に資する事業を計画し、補正予算の議決と事業の執

行を目指して準備を行っておるところでございます。 

 新政府におかれましては、平成21年度予算及び同年度第１次補正予算によって地方自治体の

進めてきた施策や事業について、財源問題で執行に支障が生じることのないよう行われること

を強く求めるものでございます。 

 以上、地方自治法第99条の規定に基づき意見書を提出させていただきます。 

 あて先は、内閣総理大臣、総務大臣、財務大臣あてでございます。 

 皆様方のご賛同、よろしくお願い申し上げます。 

 以上で説明を終わります。 

○議長（不老光幸議員） 説明は終わりました。 

 お諮りします。 

 本案は委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） 異議なしと認め、委員会付託を省略します。 

 直ちに質疑、討論、採決を行います。 

 質疑はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） これで質疑を終わります。 

 自席へどうぞ。 

 討論を行います。 

 討論はありませんか。 

（「なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） これで討論を終わります。 

 採決を行います。 

 意見書第３号を原案のとおり可決することに賛成の方は起立願います。 

（全員起立） 
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○議長（不老光幸議員） 全員起立です。 

 したがって、意見書第３号は原案のとおり可決されました。 

              〈原案可決 賛成18名、反対０名 午後１時03分〉 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第２４ 議員の派遣について 

○議長（不老光幸議員） 日程第24、「議員の派遣について」を議題とします。 

 地方自治法第100条第12項及び太宰府市議会会議規則第161条に基づき、別紙のとおり議員の

派遣が生じましたので、これを承認し、変更があったときは議長に一任することにご異議あり

ませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） 異議なしと認めます。 

 したがって、本件は承認されました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

  日程第２５ 閉会中の継続調査申し出について 

○議長（不老光幸議員） 日程第25、「閉会中の継続調査申し出について」を議題とします。 

 別紙のとおり議会運営委員会、各常任委員会、各特別委員会から申し出があっております。

別紙のとおり承認することにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） 異議なしと認めます。 

 したがって、本件は承認されました。 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 

○議長（不老光幸議員） 以上で本定例会に付議されました案件の審議はすべて終了しました。 

 お諮りします。 

 本定例会において議決されました案件について、各条項、字句、その他の整理を要するもの

につきましては、会議規則第42条の規定によって、その整理を議長に委任願いたいと思いま

す。これにご異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） 異議なしと認め、お諮りしたとおり決定しました。 

 これをもちまして平成21年太宰府市議会第３回定例会を閉会したいと思いますが、これにご

異議ありませんか。 

（「異議なし」と呼ぶ者あり） 

○議長（不老光幸議員） 異議なしと認めます。 

 したがって、平成21年太宰府市議会第３回定例会を閉会します。 

              閉会 午後１時04分 

            ～～～～～～～～ ○ ～～～～～～～～ 
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